
２０１８．１２．２４

月　日 担当 午前 午後 備考

１月　２６日（土） 篠原

　２月２４日（日） 松尾

設樂 飛田

　３月　２日（土） 設樂・飛田

　３月２３日（土） 石渡

※事例1,2および事例5,6、事例12,15は、過去のプロコースで使用したことのある事例です。

　・事例１２　摂食障害　症状性精神障害の事例

　・事例１３　気分（感情）障害　双極性感情障害の事例

　・事例６　 2度目の脳出血が障害認定日請求が
　　　　　　　　　　認められず基準傷病になった事例

　・事例７　2度目の脳出血で障害認定日請求を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行った事例

　・事例８　統合失調症の事後重症請求を行い、
　　　　　　　　その後悪化し額改定請求を行った事例

第６回　年金ゼミナールプロコースカリキュラム　　（平成３１年１月から３月分）

障害年金請求受託から裁定請求書作成までをテキスト

（障害年金裁定請求実務の基礎　第6版）に基づき、裁定請求

手続きについて詳細かつ具体的に講義を行います。

　・事例３　アルコール依存症と反復性うつ病の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事後重症請求事例

　・事例４　10代にシンナー等の経験もあった統合失調症
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の事後重症請求事例

　・事例５　知的障害と広汎性発達障害による
　　　　　　　　　　　　　　　　20歳前傷病の認定日請求事例

　・事例９　障害年金と障害補償年金の調整の事例

　・事例１０　因果関係ありでの障害厚生の事例
　・事例１１　 高次脳機能障害と併合認定の事例

　・事例１　統合失調症Ⅰ　社会的治癒なしを主張し、２０歳前障害基礎年金を事後重症請求したが
　　　　　　　　　　　　　　　　  社会的治癒ありと認定され不支給決定とされた事例

　・事例２　統合失調症Ⅱ　社会的治癒があると申請したが、社会的治癒なしと認定され予備的請求である
　　　　　　　　　　　　　　　　　障害基礎年金が支給決定された事例

　・事例１４　眼の障害　差引認定の事例

　・事例１５　肢体の障害
　　　　　　　　　事故により生じた障害の事例
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